
県有財産賃貸借契約書（案） 

 

貸主 三重県（以下「甲」という。）と借主 〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」と

いう。）とは、次の条項により「借地借家法（平成３年法律第90号）第３８条に規

定する定期建物賃貸借契約」を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

 （賃貸借物件） 

第２条 賃貸借物件は、次のとおりとする。 

施設名称 三重県本庁舎（行政棟） 

所  在 三重県津市広明町１３番地 

設置個所 三重県本庁舎（行政棟）エレベーター１、２、４、５号機の内部壁面 

面  積 ０．１６５６㎡ 

  

（指定用途等） 

第３条 乙は、賃貸借物件を、エレベーター広告設置の用途に供しなければならな

い。 

２ 乙は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を

遵守しなければならない。 

 

（賃貸借期間及び中途解約） 

第４条 賃貸借期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

２ この契約で別に定める場合を除き、前項の期間の中途での解約は認めない。 

 

(契約更新等） 

第５条 本契約は、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新（更新の請

求及び建物の使用の継続によるものを含む。）は行われず、賃貸借期間の延長も

行われないものとする。 

２ 甲は、前条に規定する期間満了の１年前から６か月前までの期間（以下「通知

期間」という。）に乙に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書

面によって通知するものとする。 

 

（賃貸借料） 

第６条 賃貸借料は、次のとおりとする。 

  契約金額 金 〇〇〇〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税額 金 〇〇〇〇

円） 



 

（賃貸借料の支払） 

第７条 乙は、前条に定める賃貸借料を、次に定めるとおり、各年度ごとに甲の発

行する納入通知書により納入しなければならない。 

年度 支払額（税込） 納入通知書 

発行日 

納入期限 

令和８年度 円 令和８年４月１日 令和８年４月25日 

令和９年度        円 令和９年４月１日 令和９年４月25日 

令和10年度        円 令和10年４月３日 令和10年４月25日 

令和11年度        円 令和11年４月２日 令和11年４月25日 

令和12年度        円 令和12年４月１日 令和12年４月25日 

  

（延滞金） 

第８条 乙は、第７条に基づき、甲が定める納入期限までに賃貸借料を納入しなか

ったときは、延滞金を甲に支払わなければならない。 

２ 前項の規定による延滞金の額は、三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する

条例（平成２６年三重県条例第２号）第７条の規定により算定した額とする。 

  

（充当の順序） 

第９条 乙が賃貸借料及び延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が

賃貸借料及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。 

  

 （契約不適合責任） 

第10条 乙は、この契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほ

か、賃貸借物件に数量その他契約の内容に適合しない状態であっても、賃貸借料

の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。 

 

 （維持管理義務） 

第11条 乙は、賃貸借物件を善良な管理者の注意をもって維持管理に努めなければ

ならない。 

２ 乙は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況

を書面により報告しなければならない。 

  

（維持補修） 

第12条 甲は、賃貸借物件の維持補修の責を負わない。 

２ 賃貸借物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の

負担とする。 

 

  

 



 

（権利譲渡等の禁止） 

第13条 乙は賃貸借物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を

譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。 

 

 （実地調査等） 

第14条 甲は、必要に応じて、賃貸借物件の使用状況等について実地に調査し、乙

に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、正当な理由がなく報告又は資料の提出を怠たり、実地調査を拒み、妨げ

てはならない。 

 

（不当介入に対する措置） 

第15条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人 

 等（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を 

 負うものとする。 

 (1) 断固として不当介入を拒否すること。 

 (2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。 

 (3) 甲に報告すること。 

 (4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより被害が生

じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。 

 

 （契約の解除） 

第16条 甲は、乙が次の各号の一いずれかに該当するときは、何らの催告を要せず

直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このことによ

り乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。この場合乙は、違

約金として契約金額の10分の1に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、

乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではな

い。 

 (1) 契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。 

 (2) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。 

 (3) 災害その他やむを得ない理由以外の理由により契約の解除を申し出たとき。 

 (4) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第３条、第

４条又は第７条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく

落札資格停止措置を受けたとき。 

  (5) 三重県の発注する物件関係契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたに

もかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう

行為を行ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知する

ものとする。 

３ 第１項の場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約



 

保証金を違約金に充当することができる。 

 

（損害賠償等） 

第17条 前条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証

金又は前条の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができる。 

 ただし、その債務の不履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念に

照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限

りではない。 

 

 （原状回復） 

第18条 乙は、第４条に規定する賃貸借期間が満了したとき、又は第16条の規定に

より契約が解除されたときは、甲の指定する日までに賃貸借物件を原状に回復し

て甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

 

 （賃貸借料の返還） 

第19条 甲は、この契約を解除したときは、既納の賃貸借料のうち、乙が賃貸借物

件を甲に返還した日以降の未経過期間の賃貸借料を日割計算により返還する。 

 

 （有益費の請求権の放棄） 

第20条 乙は、第４条に規定する賃貸借期間が満了したとき、又は契約が解除され

たときにおいて、賃貸借物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があって

もこれを甲に請求することができない。 

  

（契約の費用） 

第21条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

 

 （契約外事項） 

第22条 この契約書に定めのない事項については、日本国法令及び三重県条例規則

の定めるところによるものとする。 

 

（紛争または疑義等の解決） 

第23条 この契約に関し紛争または疑義が生じた場合は、甲、乙信義誠実の原則に

従い協議の上、解決するものとする。 

 

 （専属的合意管轄裁判所） 

第24条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的

合意管轄裁判所とする。 

 



 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

  

 

 令和  年  月  日 

 

               甲  津市広明町１３番地 

                  三重県 

                  三重県知事  一 見  勝 之 

 

 

               乙  住所 

                  会社名等 

                  代表者氏名 


